


防を目的とした注射用のセファゾリンナトリウム及び代替薬の使用について、

特段の理由なく、ガイドラインの記載を超えて長期間用いないよう徹底いただ

くこと。 

 

２ 医療機関において、注射用のセファゾリンナトリウム及び代替薬が入手でき

ず、治療や手術が実施できない可能性を予見した際には、 

①医療機関名及び連絡先（担当者名、電話番号、メールアドレス） 

②現在の状況（発生している事案を具体的に記載願います。） 

③通常取引している全ての卸売販売業者名及び連絡先（担当者名、電話番号、メ

ールアドレス） 

④令和元年 11 月末までに必要と見込まれる注射用のセファゾリンナトリウム又は

代替薬の量とその見込みの計算方法 

を厚生労働省健康局結核感染症課（セファゾリン相談窓口：

koukin-yaku1@mhlw.go.jp）へ連絡いただきたいこと。 

 厚生労働省としては、当該連絡を受けた後、関係する製造販売業者に対して、

上記医療機関から連絡いただいた情報を共有し、上記医療機関に必要な薬量が供

給できるように製造販売業者と卸売販売業者との連携を促すことを予定している

こと。なお、必ずしも希望に添えない可能性があることにご留意いただきたいこ

と。 

 

以上 


